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１． 件名 

   令和８～９年度職員定期健康診断及び婦人科検診業務 

 

２． 目的 

   労働安全衛生法第６６条により、事業者は労働者に対して健康診断を行わなければならないと定

められているため、専門的な知識を有する医療機関に一般定期健康診断を委託するものである。 

   また、一般定期健康診断とは別に、希望者による婦人科検診の実施を予定している。保有する医療

機関施設にて予定する期間内に受診させるものとする。 

 

３． 契約期間 

   契約締結日から令和１０年３月３１日までとする。 

 

４． 健康診断及び婦人科検診の実施会場 

受注者は、独立行政法人大学入試センターにて健康診断を実施するものとする。ただし、受診者

は、予備日として別会場（東京都目黒区・渋谷区・世田谷区・品川区・杉並区内）で受診できるもの

とする。別会場は、受注者が保有する医療機関施設（複数施設がある場合は１か所に設定）であるも

のとする。 

婦人科検診は別会場で受診するものとする。別会場は、受注者が保有する医療機関施設（複数施設

がある場合は１か所に設定）であるものとする。 

 

５． 健康診断及び婦人科検診の実施日程 

   受注者は、各年度８月１日から９月３０日の間に一斉定期健康診断を実施するものとする。正式

な実施日程は受注者と発注者で協議の上、後日発注者から通知する。また、健診の事前準備について

は受注者が当日朝に行うものとする。婦人科検診は、各年度８月１日から１０月３１日の間に実施す

るものとし、正式な実施日程は受注者と発注者で協議の上、後日発注者から通知する。 

   なお、予備日の日程については、各年度の一斉定期健康診断日から１２月２８日までの期間内（土・

日曜、祝日を除く）とする。 

 

  （参考）令和７年度実績 

  ・健康診断 

○第１回目：令和７年９月２６日（金）午前９時～１２時、大学入試センター内の会議室ほか、駐

車場スペース（Ⅹ線車）で実施 

○予備日の設定期間：令和７年９月２９日（月）～令和８年３月３１日（火） 

・婦人科検診 

○設定期間：令和７年８月２６日（火）～令和７年１０月３１日（金） 

 

６． 健康診断及び婦人科検診の検査実施予定者数（職員数） 

   別紙のとおりとする。 



 

７． 健康診断及び婦人科検診の検査項目等 

   別紙のとおりとする。 

 

８． 健康診断及び婦人科検診の診断結果報告 

（１） 受注者は、業務実施日について、その属する月の翌月１０日以内に、受診者の一覧等を記載

した業務報告書を発注者に提出しなければならない。 

（２） 年度末年齢４０～７４歳の受診者の特定健康診査等法的項目の診断結果について、厚生労働

省が示す「特定健診の電子的なデータ標準様式」によるＸＭＬ標準形式にて、業務実施日が

属する月の翌月末日までに発注者にデータを提出すること。 

（３） 本人あて健康診断結果及び婦人科検診結果については紙媒体とし、１人ずつ封筒に入れ、複

数人分を納品する場合は部署ごとにまとめて発注者に提出すること。 

（４） 事業主宛て全定期健康診断結果及び婦人科検診結果は発注者に紙媒体で提出すること。 

（５） 診断結果報告提出期限は、業務実施日が属する月の翌月末日までとする。 

（６） 労働基準監督署に提出する定期健康診断結果報告書について、２月末までに発注者にデータ

を提出すること。 

 

９．参加資格 

 令和４年度から令和７年度までに、公共機関等に対して元請けとして同種業務を行った契約実績

を有すること。 

 

１０． 受注者の義務 

（１） 業務従事者の労務管理は、受注者が行う。 

（２） 受注者は、業務従事者の労務管理、労務災害等の全てについて、一切の責任を負うこと。 

（３） 受注者は、健診実施機関として新型コロナウィルスを含む感染症に対する適切な感染防止対

策を行い、受診環境を確保すること。 

 

１１． 業務従事者の義務 

（１） 業務従事者は、業務に関係のない場所に立ち入ってはならない。 

（２） 業務従事者は受注者の雇用する社員とし、身分証明書を携帯させ、発注者の要請があった時

は、これを提示させるものとする。 

 

１２． 損害賠償 

（１） 業務従事者は、善良なる管理者の注意をもって業務を行うものとする。 

（２） 受注者は、業務の実施に当たり故意又は過失により発注者の管理する財産に損害を与えたと

きは、これを原状回復又は損害賠償するものとする。 

１３． サポート体制 

（１） 平日９時～１７時の時間帯に、電話・電子メール・ＦＡＸ・郵便等による発注者からの問い



合わせに対応できる体制を有していること。 

（２） 発注者からの要求に対し、本業務に必要な情報を提供できる体制を有していること。 

（３） 本業務における発注者からの技術的な質問・情報提供に対し、適切な支援を迅速に行える体

制を有していること。 

（４） 法律・規則の改正及び発注者の規則・運用の改定による本業務の実施内容等の変更について、

迅速かつ適切に対応できる体制を有していること。 

 

１４． 個人情報保護 

（１） 受注者は、本業務において知り得た個人情報をはじめとした情報を機密に保持し、発注者に

事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は提供してはならない。また、複写、複製し

てはならない。但し、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限り

でない。 

（２） 受注者は、本業務従事者以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 

（３） 受注者は、個人情報を取り扱う本業務従事者に対し、その在職中及びその退職後においても、

知り得た個人情報を機密に保持するよう義務づけるものとする。 

（４） 受注者において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の

事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、受注者は直ちにその旨を

発注者に報告し、発注者の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措

置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により発注

者に提示しなければならない。 

（５） 受注者は、発注者から要請があったとき又は本業務が終了したときは、個人情報が含まれる

すべてのもの（複写、複製したものを含む）を直ちに発注者に返還又は引き渡すとともに、

受注者のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態にし、

その旨を発注者に報告しなければならない。但し、別途に指示があるときはこれに従うもの

とする。 

（６） 受注者は、発注者の指示により個人情報が含まれるものを廃棄するときは、個人情報が判別

できないよう必要な処理を施した上で廃棄しなければならない。 

 

１５． その他 

（１） 本業務に必要な器具、資材等は全て受注者の責任と負担において準備し、本業務に支障のな

いようにすること。 

（２） 受注者は、本仕様書に基づいて本業務を実施する際には、常に善良な管理責任者の注意をも

って誠実に業務を遂行するとともに、事前に発注担当者と綿密な打ち合わせを行うものとす

る。 

（３） 本仕様書の内容を確実に遂行できること。特に予約枠の不足を理由に実施できないことがな

いよう、事前に余裕を持った予約枠を設定するとともに、受診者数の増減に応じた追加枠の

対応も含め、確実に期間内に受診可能な体制が整備できていること。 

（４） 本仕様書に記載のない事項においても、本業務に必要と認められる事項に関しては、発注者・



受注者協議の上、実施することとする。なお、本仕様書に定めることに疑義・不明が生じた

場合は、その都度、発注者・受注者協議の上、指示を得るものとする。 

 

１６． 提出書類等 

○「９．参加資格」について証明する書類 

○健康診断業務に関するパンフレット（検査内容及び通常料金が表示されているもの） 

○健康診断検査結果報告書の様式 

○会社概要書（任意様式） 

○健診施設見取り図 

○受付手順書 

○仮に９月１日に健康診断を実施する場合のスケジュール案（予備日の別会場受診を含む受

診者リストの提出期限等）（任意様式） 

○個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることを証明する書類(プラ

イバシーマーク又は ISO27001／ISMSの写し) 

※注意 

（１）提出された一切の書類は、返却しない。 

（２）上記の「提出書類等」の制作費は、申込書提出者の負担とする。 

（３）申込書の提出後、内容について変更等があった場合は、速やかに報告することとし、

不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。 

 

１７． 添付資料 

（別紙１）検査項目及び受診予定者数等について 

（別紙２）令和８年度受診予定者数（健康診断） 

（別紙３）令和８年度受診予定者数（婦人科検診） 

 



別紙１ 

 

検査項目及び受診予定者数等について 

 

 

１．受診対象者 

・健康診断 

  全役職員１５３名（令和８年４月１日現在）を対象とする。 

出張又は研修等業務の都合によりセンターで受診できなかった者については、予備日として別途

受診する機会を設ける。 

なお、今年度人間ドック等で法定検査項目を受診し検査結果を提出した者、１年以内に採用時の

健康診断を受診した者及び１週間の勤務時間が２０時間未満の非常勤職員については、今回の受診

は任意とする。 

 

・婦人科検診 

常勤及び非常勤（週２９時間以上勤務の者）の女性職員６２名（令和８年４月１日現在）を対象

とする。 

受診は任意とする。 

 

２．検査項目 

・健康診断 

(1) 既往歴及び業務歴（喫煙歴及び服薬歴を含む）の調査 

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

(4) 胸部エックス線デジタル撮影検査 

(5) 血圧測定 

(6) 貧血検査＜血色素量及び赤血球数の検査＞ 

(7) 肝機能検査＜GOT、GPT及びγ-GTPの検査＞ 

(8) 血中脂質検査＜LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ検査及び血清ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ検査＞ 

(9) 尿酸 

(10) 血糖検査＜空腹時血糖及び HbA1c＞ 

(11) 尿検査＜尿中の糖及び蛋白の有無の検査＞ 

(12) 心電図検査 

(13) 便潜血反応検査 

(14) 喀痰検査（希望者のみ） 

(15) 胃部エックス線デジタル撮影検査（希望者のみ） 

(16) 眼底検査（希望者のみ） 

 

※(1)～(13)の項目は年齢に関係なく全員受診する。 

 

・婦人科検診 

(1) 子宮頚部細胞診・内診（子宮がん検査） 

(2) 子宮頚部超音波検査（子宮がん検査） 

(3) 乳房超音波検査（乳がん検査） 

(4) マンモグラフィー（乳がん検査） 

 

※上記のうち、希望する項目のみ受診とする。 

※(3)、(4)の項目についてはどちらか一方の受診とする。 

 

※どちらか一方の受診 



別紙２

No. 検査項目 R7実績 受診予定者数

1 既往歴及び業務歴の調査 104名 110名

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 104名 110名

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 104名 110名

4 胸部エックス線デジタル撮影検査 103名 109名

5 血圧測定 104名 110名

6 貧血検査＜血色素量及び赤血球数の検査＞ 103名 109名

7 肝機能検査＜GOT、GPT及びγ-GTPの検査＞ 103名 109名

8
血中脂質検査＜LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ検査及び血清ﾄﾘｸﾞ
ﾘｾﾗｲﾄﾞ検査＞

103名 109名

9 尿酸 103名 109名

10 血糖検査＜空腹時血糖及びHbA1c＞ 103名 109名

11 尿検査＜尿中の糖及び蛋白の有無の検査＞ 103名 109名

12 心電図検査 103名 109名

13 便潜血反応検査 103名 109名

14 喀痰検査 37名 39名

15 胃部エックス線デジタル撮影検査 31名 33名

16 眼底検査 72名 76名

※　令和７年度の実績より算出

令和８年度受診予定者数（健康診断）



別紙３

No. 検査項目 R7実績 受診予定者数

1 子宮頚部細胞診・内診 38名 40名

2 子宮頚部超音波検査 40名 42名

3 乳房超音波検査 30名 32名

4 マンモグラフィー 14名 15名

※　令和７年度の実績より算出

令和８年度受診予定者数（婦人科検診）


